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令和４年 10・ 11 月号目次 
 

■ 議 会 の う ご き                                                          ２ 

 

   常 任 委 員 会                                                          ２ 

     総 務                                                        ２ 

     教 育 福 祉                                                          ４ 

     市 民 経 済                                                          ６ 

     建 設 水 道                                                          ８ 

 

   特 別 委 員 会                                                         １０ 

   ＩＣＴ利便性向上調査                                                         １０ 

 

   議 会 運 営 委 員 会                                                         １１ 

 

各 派 代 表 者 会 議                                                         １４ 

 

■ 議 長 会                                                         ２５ 

 

■ ロ ビ －                                                         ３１ 

 

   1 0・ 1 1 月 の 日 誌                                                         ３１ 

 

10・11 月の視察来訪                                                         ３２ 

 

    図 書 室 だ よ り                             ３２ 
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■ 議 会 の う ご き 

常 任 委 員 会 

 

◇ 総務常任委員会 

 

  日時・場所  １０月１７日（月）   第一委員会室 

         開議 午前９時５７分  散会 午前１１時９分 

  出 席 委 員  市村副委員長、高橋、藤江、富田、小林、角田、新井美加、横山各委員 

  当局出席者  戸塚副市長、総務、未来創造、交通政策担当、財務各部長、会計管理者、消防局

長、防災危機管理、契約監理、政策推進、資産経営各課長 

 

（報 告 事 項） 

当局から次の事項について報告があった。 

（１）前橋市国土強靱化地域計画令和３年度進捗評価結果について（防災危機管理課） 

（２）前橋市国土強靱化地域計画令和４年１０月改訂概要について（防災危機管理課） 

（３）特定機械警備業務委託契約にかかる違約金の請求について（契約監理課） 

（４）第七次前橋市総合計画令和４年度行政評価報告書について（政策推進課） 

（５）前橋市公共施設等総合管理計画の改訂に係るパブリックコメント手続の実施について（資産

経営課） 

 

（そ の 他） 

１ 次期委員会の開催日程について 

１１月１７日（木）午前１０時から行うこととされた。 

 

 

×                    × 

 

 

日時・場所  １１月１７日（木）   第一委員会室 

         開議 午前９時５７分  散会 午前１１時１０分 

  出 席 委 員  新井美加委員長、市村副委員長、高橋、富田、角田、小林、横山各委員 

  当局出席者  副市長、総務、未来創造、交通政策担当、財務各部長、会計管理者、消防局長、

職員、行政管理、未来政策、情報政策、財政、収納、市民税、資産税、警防各課

長 

 

（報 告 事 項） 

当局から次の事項について報告があった。 
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（１）前橋市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について（職員課） 

（２）前橋市一般職の職員の給与に関する条例及び前橋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の改正について（職員課） 

（３）前橋市特別職の職員の給与に関する条例及び前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の改正について（職員課） 

（４）前橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正について（職員 

課） 

（５）前橋市職員の退職手当に関する条例の改正について（職員課） 

（６）前橋市農業集落排水事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について（職員課ほか） 

（７）前橋市情報公開条例の改正について（行政管理課） 

（８）前橋市部設置条例の改正について（行政管理課） 

（９）まえばしＵ２９応援ポイント事業の実施について（未来政策課） 

（10）前橋市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について（情報政策課） 

（11）前橋市個人情報保護審査会条例の制定について（情報政策課） 

（12）前橋市個人番号利用条例の改正について（情報政策課） 

（13）令和４年度前橋市一般会計補正予算の専決処分について（財政課） 

（14）前橋市手数料条例の改正について（市民税課） 

（15）令和５年度（令和４年分所得）個人市県民税申告会場について（市民税課） 

（16）前橋市市税条例の改正について（資産税課） 

（17）令和５年前橋市消防隊出初式の開催について（警防課） 

 

（そ の 他） 

１ 次期委員会の開催日程について 

１月２３日（月）午前１０時から行うこととされた。 
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◇ 教育福祉常任委員会 

 

  日時・場所  １０月１７日（月）   第一委員会室 

         開議 午後０時５６分  散会 午後１時４９分 

  出 席 委 員  小渕委員長、山田副委員長、入澤、林、新井美咲子、須賀、金井、長谷川、三森、 

中林各委員 

  当局出席者  大野副市長、教育長、福祉、健康各部長、教育、指導担当各次長、子育て施設、

長寿包括ケア、指導監査、保健予防、教委総務、学校教育各課長、総合教育プラ

ザ館長 

 

（報 告 事 項） 

 当局から次の事項について報告があった。 

（１）保育所等におけるバス送迎の緊急点検の実施結果等について（子育て施設課・指導監査課・

総合教育プラザ） 

（２）令和４年度ひとり暮らし高齢者調査の集計結果について（長寿包括ケア課） 

（３）新型コロナウイルス感染症の全数把握見直しの状況について（保健予防課） 

（４）令和４年度前橋市教育文化功労者の表彰について（教委総務課） 

（５）市立学校の送迎バスの安全管理について（学校教育課） 

 

（そ の 他） 

１ 次期委員会の開催日程について 

１１月１７日（木）午後１時から行うこととされた。 

 

 

×                    × 

 

 

日時・場所  １１月１７日（木）   第一委員会室 

         開議 午後０時５６分  散会 午後１時５９分 

  出 席 委 員  小渕委員長、山田副委員長、入澤、林、新井美咲子、須賀、金井、長谷川、三森、 

中林各委員 

  当局出席者  副市長、教育長、福祉、健康各部長、教育、指導担当各次長、子育て施設、長寿

包括ケア、指導監査、教委総務、学校教育、生涯学習、青少年各課長、総合教育

プラザ館長 

 

（報 告 事 項） 

 当局から次の事項について報告があった。 

（１）令和５年度前橋市公私立保育所（園）等・公立幼稚園の入所申込状況について（子育て施設

課・総合教育プラザ） 
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（２）特別養護老人ホーム入所申込状況調査結果について（長寿包括ケア課） 

（３）公の施設の指定管理者の指定について(前橋市総合福祉会館ほか）（指導監査課・生涯学習課）  

（４）第３期前橋市教育振興基本計画（案）に関するパブリックコメントの実施について（教委総

務課） 

（５）学校給食共同調理場の業務委託に係る優先交渉権者の選定について（教委総務課） 

（６）前橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正について（学校

教育課） 

（７）公の施設の指定管理者の指定について（前橋市林間研修施設おおさる山乃家）（青少年課） 

（８）前橋市総合教育プラザの設置及び管理に関する条例の改正について（総合教育プラザ） 

 

（そ の 他） 

１ 次期委員会の開催日程について 

１月２３日（月）午後１時から行うこととされた。 
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◇ 市民経済常任委員会 

 

日時・場所  １０月１８日（火）   第一委員会室 

         開議 午前９時５７分  散会 午前１０時４８分 

  出 席 委 員  堤委員長、佐藤副委員長、吉田、宮崎、岡、近藤（登）、中里、浅井、阿部各委員 

  当局出席者  戸塚副市長、市民、文化スポーツ観光、環境、産業経済、農政各部長、生活、産

業政策、にぎわい商業各課長 

 

（報 告 事 項） 

当局から次の事項について報告があった。 

（１）特殊詐欺電話防止対策装置貸出事業の実施について（生活課） 

（２）西善中内産業用地の分譲に係る優先交渉権者の辞退について（産業政策課） 

（３）ローズタウン東地区の現在の状況について（産業政策課） 

（４）前橋市プレミアム付商品券の応募状況について（にぎわい商業課） 

 

（そ の 他） 

１ 次期委員会の開催日程について 

 １１月１８日（金）午前１０時から行うこととされた。 

 

 

×                    × 

 

 

日時・場所  １１月１８日（金）   第一委員会室 

         開議 午前９時５７分  散会 午前１１時４９分 

  出 席 委 員  堤委員長、佐藤副委員長、吉田、宮崎、岡、近藤（登）、中里、浅井、阿部各委員 

当局出席者   副市長、市民、文化スポーツ観光、環境、産業経済、農政各部長、生活、市民、

文化国際、観光政策、環境森林、産業政策、にぎわい商業、農政、農村整備各課

長 

 

（報 告 事 項） 

当局から次の事項について報告があった。 

（１）前橋市消費生活センターの設置及び管理に関する条例の改正について（生活課） 

（２）自治会タブレット実証実験の実施結果について（生活課） 

（３）前橋市手数料条例の改正について（市民課） 

（４）アーツ前橋における展覧会の記録集未発行に係る和解及び損害賠償の額を決定することにつ

いて（文化国際課） 

（５）公の施設の指定管理者の指定について（道の駅まえばし赤城）（観光政策課） 

（６）前橋市新設道の駅整備運営事業契約締結の議決事項の変更について（観光政策課） 
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（７）前橋市省エネ家電買換え補助金交付事業の実施について（環境森林課） 

（８）前橋市次世代脱炭素設備導入補助金交付事業の実施について（環境森林課） 

（９）土地の買入れについて（駒寄スマートＩＣ産業団地）（産業政策課） 

（10）原油価格・物価高騰緊急支援金の給付実績について（産業政策課） 

（11）前橋高等職業訓練校の土地、建物売却に伴う事業提案型公募の実施結果について（産業政策

課） 

（12）前橋市プレミアム付商品券の応募状況について（にぎわい商業課） 

（13）土地の買入れについて（花木農産物直売所駐車場用地）（農政課） 

（14）令和４年度前橋市肥料費高騰対策の支援状況について（農政課） 

（15）前橋市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の制定について（農村整備課） 

（16）前橋市農業集落排水事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について（農村整備課） 

  

（そ の 他） 

１ 次期委員会の開催日程について 

 １月２４日（火）午前１０時から行うこととされた。 
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◇ 建設水道常任委員会 

 

  日時・場所  １０月１８日（火）   第一委員会室 

         開議 午後０時５５分  散会 午後１時１９分 

  出 席 委 員  窪田委員長、小岩井副委員長、大澤、近藤（好）、鈴木（数）、笠原、鈴木（俊）、

石塚、岡田各委員 

  当局出席者  戸塚副市長、公営企業管理者、建設部長、水道局長、都市計画、経営企画、水道

整備各課長 

 

（報 告 事 項） 

当局から次の事項について報告があった。 

（１）前橋都市計画用途地域の変更等について（都市計画課） 

（２）日本透析医会群馬県支部等との応急給水訓練について（経営企画課・水道整備課） 

 

（そ の 他） 

１ 次期委員会の開催日程について 

 １１月１８日（金）午後１時から行うこととされた。 

 

 

×                    × 

 

 

日時・場所  １１月１８日（金）   第一委員会室 

         開議 午後０時５５分  散会 午後１時３０分 

  出 席 委 員  窪田委員長、小岩井副委員長、大澤、近藤（好）、鈴木（数）、笠原、鈴木（俊）、

石塚、岡田各委員 

  当局出席者  副市長、公営企業管理者、都市計画、建設各部長、水道局長、道路管理課長、公

園管理事務所長、経営企画、水道整備、下水道整備各課長 

 

（報 告 事 項） 

当局から次の事項について報告があった。 

（１）前橋市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の改正について（道路管理課） 

（２）公の施設の指定管理者の指定について（前橋市富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館）（公園

管理事務所） 

（３）前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正について（経営企画課） 

（４）前橋市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の制定について（経営企画課） 

（５）前橋市農業集落排水事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について（経営企画課・下水道整備・水道整備課・道路管理課） 
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（そ の 他） 

１ 次期委員会の開催日程について 

１月２４日（火）午後１時から行うこととされた。 
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特 別 委 員 会 

 

◇ ＩＣＴ利便性向上調査特別委員会 

 

  日時・場所  １１月４日（金）  第一委員会室 

         開議 午前１０時  散会 午前１１時２９分 

  出 席 委 員  鈴木（俊）委員長、窪田副委員長、小岩井、堤、小林、金井、三森、石塚、浅井

各委員 

   

（調査研究事項） 

委員長から公立大学法人前橋工科大学の福田尚久理事長の略歴の紹介があり、福田理事長から次の

事項のとおり「デジタル化の本質」について講義があった後、意見交換が行われた。 

（１）講演 

（２）意見交換 

 

（そ の 他） 

１ 次期委員会の開催内容及び日程について 

次期委員会の開催内容については、今までの特別委員会で当局から説明してもらった事項及び委員

からもらった意見等を踏まえ、正副委員長で協議して決めることとし、日程については、２月に開催

される常任委員会の日程を基本として、正副委員長で調整することとされた。 
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議 会 運 営 委 員 会  

 

  日時・場所  １０月１１日（火）   第一委員会室 

開議 午後１時２９分  散会 午後１時３２分 

  出 席 委 員  横山委員長、富田副委員長、角田、中里、笠原、鈴木（俊）、長谷川、阿部各委員 

   

 

１ 委員長の互選について 

 須賀委員長の委員長辞任により、新委員長については、富田副委員長の指名推選で横山委員が選出

された。 

 

２ その他 

（１）次期議会運営委員会の日程案について 

 １１月１１日（水）午後１時から行うこととされた。 

 

 

×                    × 

 

 

日時・場所  １１月１１日（金）  第一委員会室 

開議 午後２時６分  散会 午後２時１１分 

  出 席 委 員  横山委員長、富田副委員長、角田、中里、笠原、鈴木（俊）、長谷川、阿部各委員 

  当局出席者  副市長、総務部長、秘書広報、行政管理各課長 

 

 

１ 第４回定例会の運営について 

（１）会期について 

 第４回定例会の会期は、１１月２９日から１２月１５日までの１７日間とすることで確認された。 

（２）総括質問について 

 会派の時間配分は、別紙総括質問発言順序一覧表（１３ページ参照）のとおりとすることで確認さ

れ、さきほどの各派代表者会議で確認されたとおり、前橋令明の会派構成員数の移動があったため、

第４回定例会の質問時間については、前橋令明は２７６分、合計時間は８５１分となることで確認さ

れた。 

また、質問順序のローテーションは、２月１５日の議会運営委員会で確認された別紙総括質問発言

順序一覧表（１３ページ参照）のとおりとすることで確認された。 

 なお、質問事項等の発言通告は、従前と同様に開会日の１１月２９日午後４時までとするが、質問

者、質問時間、会派内順序は、事務の都合上、開会３日前の１１月２４日午後４時までに報告するこ

とで確認された。 

 また、９月１日の各派代表者会議で確認されたとおり、電子資料を使用する場合は、通告日の翌々



- 12 - 

 

日である１２月１日午後４時までに、本会議電子資料使用申出書を提出することで確認された。 

（３）請願及び意見書案について 

 請願については、取扱規程に基づき開会３日前の１１月２４日までに提出されたものは会期中の

審査、それ以降、閉会３日前の１２月１２日までに提出されたものは、閉会中の継続審査となるこ

とで確認された。 

 また、意見書案についても１１月２４日午後４時までの提出とし、特別のものは別途協議するこ

とで確認された。 

（４）議員派遣について 

今期定例会において派遣の議決を得ようとするものについては、従前の確認に基づき、開会日の

１１月２９日午後４時までに、議員派遣申出書を提出することで確認された。 

 

２ その他 

（１）議場当局席の変更について 

 新議会棟の議場における当局席のレイアウトに合わせて、当局から議場当局席を変更したいとの申

出があり、確認された。 

（２）次期議会運営委員会の日程案について 

 １１月２９日（火）午前９時から行うこととされた。 
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総 括 質 問 発 言 順 序 一 覧 表 

(会派構成員数が同じ、市民フォーラム、共産党、公明党の３会派及び 

七星、えいめい、なないろ、赤利根の４会派は、１年ごとに交代とする。) 

                                   令和４年  

 区分 第１回  第２回 第３回 第４回 
 

１ 前橋令明 前橋高志会 前橋令明 市民フォーラム 

２ 前橋高志会 前橋令明 市民フォーラム 前橋令明 

３ 前橋令明 市民フォーラム 前橋令明 公明党 

４ 市民フォーラム 前橋令明 公明党 共産党 

５ 前橋令明 公明党 共産党 前橋高志会 

６ 公明党 共産党 前橋高志会 前橋令明 

７ 共産党 前橋高志会 前橋令明 前橋高志会 

８ 前橋高志会 前橋令明 前橋高志会 前橋令明 

９ 前橋令明 前橋高志会 前橋令明 まほろば 

10 前橋高志会 前橋令明 まほろば 前橋令明 

11 前橋令明 まほろば 前橋令明 市民フォーラム 

12 まほろば 前橋令明 市民フォーラム 公明党 

13 前橋令明 市民フォーラム 公明党 共産党 

14 市民フォーラム 公明党 共産党 前橋令明 

15 公明党 共産党 前橋令明 前橋高志会 

16 共産党 前橋令明 前橋高志会 市民フォーラム 

17 前橋令明 前橋高志会 市民フォーラム 公明党 

18 前橋高志会 市民フォーラム 公明党 共産党 

19 市民フォーラム 公明党 共産党 七星 

20 公明党 共産党 七星 えいめい 

21 共産党 七星 えいめい なないろ 

22 七星 えいめい なないろ 赤利根 

23 えいめい なないろ 赤利根 前橋令明 

24 なないろ 赤利根 前橋令明 前橋高志会 

25 赤利根 前橋令明 前橋高志会 前橋令明 

２６番以降は大会派順  

 

 

 

 

 

※第１回・第３回定例会の会派別質問時間（答弁を含む） 
前橋令明    167 分  前橋高志会  117 分   市民ﾌｫｰﾗﾑ   74 分       
共 産 党     74 分  公 明 党     74 分   まほろば    40 分    合計 626 分 

      七 星       20 分  えいめい    20 分  赤利根    20 分    （２日間） 
   なないろ   20 分 

 

※第２回・第４回定例会の会派別質問時間（答弁を含む） 
前橋令明    276 分  前橋高志会  161 分   市民ﾌｫｰﾗﾑ    92 分 

      共 産 党     92 分  公 明 党     92 分   まほろば     46 分   合計 851 分 
      七 星      23 分   えいめい    23 分   赤利根     23 分   （３日間） 
   なないろ   23 分 
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各 派 代 表 者 会 議 

 

  日時・場所  １０月１１日（火）   第一委員会室 

         開議 午後０時５６分  散会 午後１時２８分 

  出 席 議 員  小曽根議長、須賀副議長、阿部、横山、鈴木（俊）、笠原、富田、角田、長谷川、 

中里各議員、（オブザーバー）浅井、中林、藤江、岡、入澤各議員 

  当局出席者  財務部長、資産経営課長 

 

１ 代表者の変更等並びに議会運営委員の辞任及び選任について 

 議長から次のとおり説明があり、了承された。 

 過日の副議長選挙の結果に伴い、９月３０日付で前橋令明から役員・代表者変更届の提出があった。 

 なお、この各派代表者会議への出席者として、横山議員が今回から新たに出席することになったの

で、よろしくお願いする。 

次に、議会運営委員の辞任及び選任についてであるが、前橋令明から、今回の役員、代表者の変更

に伴い、同会派選出の議会運営委員を変更したい旨の申出があった。ついては、９月３０日付で須賀

議員から議会運営委員の辞任願が提出されたので、委員会条例第１２条の規定に基づき、辞任を許可

すると同時に、同条例第６条の規定により、横山議員を新たに議会運営委員に選任したので、報告す

る。 

 

２ 新議会庁舎に係る引っ越し説明会及び内覧会の開催について 

 財務部長から次のとおり説明があり、横山議員から発言があった。 

 財務部より新議会庁舎に係る引っ越し説明会及び内覧会の開催について説明する。 

１の引っ越し説明会についてである。新議会庁舎は、令和４年９月３０日に完成するが、現在備品

の搬入やネットワークの切替え作業を進めているところである。１２月末から新議会庁舎への引っ越

しを予定しているが、引っ越しに向けての説明会を開催したいと思うので、案内する。日時と場所に

ついては、１１月１０日、午前１０時から市庁舎１１階南会議室で行う。 

２の内覧会についてであるが、これまでも工事中の新議会庁舎を見学してもらったことがあったが、

完成したことを受けて、議場等を見てもらう機会として内覧会を開催したい。日時は、１１月１７日、

午後４時１５分から新議会庁舎で行うので、よろしくお願いしたい。 

 

３ 役職について 

 議長から次のとおり説明があり、了承された。 

 須賀議員の議会運営委員辞任により、議会運営委員長を互選することとなった。委員長の互選につ

いては議会運営委員会で行うが、互選の方法について、この場で協議願いたいと思う。例年、第１回

定例会における役職改選については正副議長が調整を行っていることから、今回についても正副議長

に一任してもらうとともに、正副議長において調整した結果をこの場で報告したい。 

 議会運営委員長には横山議員で確認したいと思うので、よろしくお願いする。 

なお、互選の方法は指名推選で行う。各派代表者会議終了後に議会運営委員会を開催し、委員長の

互選を行いたいと思う。 
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４ 議会ＩＣＴ化推進検討部会について 

 議長及び副議長から次のとおり説明があり、阿部、中里、笠原、角田、長谷川各議員から発言が 

あった後、アンケート項目の提出期限は１０月１３日から１０月１７日に変更することで了承され  

た。 

（議長） 

過日の副議長選挙の結果に伴い、座長には須賀副議長が就任するとともに、前橋令明の委員として、

須賀議員と林議員から市村議員と佐藤議員に変更する旨の申出があったので、ご承知おき願う。 

また、９月２７日の各派代表者会議において、議案書のペーパーレス化について様々な意見をもら

ったところである。新たに部会の座長となった須賀副議長と相談し、私が案を作成したので、この後、

示したいと思うが、第４回定例会においては全議員で試行に取り組むこととしたいと思うので、よろ

しくお願いする。 

（副議長） 

 正副議長で相談した案を説明する。 

先ほど議長から説明があったとおり、第４回定例会において議案書のペーパーレス化を試行するこ

とについては、部会の決定どおり、全議員で取り組むこととしたいと思っている。実際の取組方法と

しては、全議員でタブレットのクラウドにあるＰＤＦファイルをできる限り活用してもらいたいと思

う。ＰＤＦファイルを使ってみた結果、思うようにいかない場合は、議案書ファイルの印刷を可とす

るが、あくまでもペーパーレスの試行を行うことに留意してもらい、まずはＰＤＦファイルを活用し

てもらうようお願いしたい。また、印刷した議案書については、必要な場合には議場への持込みを可

とする。その上で、ペーパーレス試行で感じた課題等について、第４回定例会終了後に全議員を対象

に実施するアンケートへ記載してもらいたいと思う。 

なお、アンケート項目案の提出期限については、改めて１０月１３日までと再設定させてもらうの

で、議会ＩＣＴ化推進検討部会の議員は議会事務局まで提出してもらいたいと思う。提出されたアン

ケート項目案を検討し、次回、１０月２１日の議会ＩＣＴ化推進検討部会でアンケートの座長案を示

し、協議してもらいたい。 

なお、議案書のペーパーレス試行に向け、第４回定例会の前にタブレットの操作講習を行うが、日

程等については、この後の議題で事務局から説明する。 

今後、第４回定例会の議案書のペーパーレスを試行し、そのアンケート結果を取りまとめて、改め

て部会で協議していきたいと考えている。 

 
５ 新議場におけるシステム操作及びペーパーレス試行のタブレット端末操作講習について 

 議事課長から次のとおり説明があった。 

 １１月１０日、１３時から新議場において、正副議長及び議会ＩＣＴ化推進検討部会議員を対象に、

新議場のシステム操作説明会を行う予定である。新議場のシステム導入の業者である株式会社システ

ムエンジニアリングの担当者が同席し、説明する。 

１１月１１日、１３時からの議会運営委員会終了後に新議場において、全議員を対象に議案書ペー

パーレス試行に係るタブレットの操作講習を行う予定である。 

１１月１７日、１５時から新議場において、全議員を対象に新議場システム操作説明会を行う予定

である。１１月１０日同様、新議場のシステム導入の業者である株式会社システムエンジニアリング
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の担当者が同席し、説明する。 

これらの日程で都合の悪い議員がいた場合には、事前に事務局に申出をお願いする。なお、１１月

１１日の議案書ペーパーレス試行に係るタブレット操作講習会の開催については、第４回定例会のペ

ーパーレスの試行であるが、令和４年第３回定例会の議案書の説明部分を使って講習したいと考えて

いる。流れとしては、議員の皆さんに令和４年第３回定例会の議案書とタブレットを新議場に持って

きてもらい、事務局が当局説明を読み上げることにより行いたいと考えている。日程が近くなったら

改めて、持ってきてもらいたいものなども含め、タブレットで連絡したいと考えている。 

また、１１月１０日の正副議長と議会ＩＣＴ化推進検討部会委員を対象としたシステム操作説明会

及び１１月１７日の全議員を対象としたシステム操作説明会については、令和４年に行った本会議の

表決がある日のいずれかの議事日程により、議長の進行で進めていきたいと考えている。あわせて、

電子資料の使用についても行う予定である。こちらも日程が近くなったら改めてメールをしたいと考

えている。このメールのときに、電子資料のひな形なども送付するが、これに限らず、持っている電

子資料を試してもらうことも可能と考えている。 

 
６ 高校生模擬議会について 

 議長及び副議長から次のとおり説明があった。 

（議長） 

 高校生模擬議会についてであるが、市立前橋高等学校から令和３年度と同様に開催したいとの依頼

があった。議会としても協力したいと考えている。今回は、新議場を使用した模擬議会について、

１２月１６日に開催する方向で学校側が開催方法を検討しているが、高校において行う事前授業につ

いては１１月４日に開催する予定である。事前授業については、令和３年度と同様に、副議長を中心

に協力したいと考えている。 

（副議長） 

市立前橋高校の令和４年度高校生模擬議会事前授業について説明する。 

高校生模擬議会については、先ほど議長から話しのとおり、令和３年と同様に開催する。ついては、

高校において行う事前授業についても例年どおり予定している。 

日時は令和４年１１月４日、午後１時半から行い、終了時間は３時２０分を予定している。集合場

所は、午後１時に市立前橋高校１階大会議室で打合せを行うので、必ず時間に間に合うように集合し

てもらいたい。事前授業の実施会場は、５限は、２年生全員を対象に体育館メインアリーナで事前授

業を行う。６限は、各教室に分かれてもらい、クラスマニフェストについて議員にレクチャーしても

らう。対象者は、２年生、２３３名が参加予定である。 

実施概要であるが、まず午後１時から、担当教諭から授業の趣旨、スケジュール等について説明し

てもらう。５限からメインアリーナで、前橋市議会と市議会議員の活動について、担当教諭から授業

の趣旨説明がある。その後、各議員から簡潔に自己紹介をお願いしたい。また、生徒には事前に前橋

市議会選挙、選挙公報を配付予定である。続いて、６限は各クラスに分かれ、前橋市高校生模擬議会

に向けて、クラスマニフェストについてのグループワークを行う。各クラスで行うクラスマニフェス

トの議論に議員２名に参加いただき、生徒にアドバイス、レクチャーをお願いする。６限終了後、３

時２０分から担当教諭と打合せを行い、授業の感想等を報告していただく。 

参加議員案であるが、私と議員１２名の合計１３名を予定している。１２名は、令和３年と同様に、

各会派の所属議員数を基本に割り振りを行った。人選は、各会派に一任したい。１２名の割り振り案
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としては、前橋令明４名、前橋高志会２名、市民フォーラム１名、日本共産党２名、公明党２名、ま

ほろば、七星、えいめい、赤利根、なないろから１名の選出をお願いする。 

今後の予定等であるが、先ほど各会派に割り振った参加議員の報告を１０月１７日までに議会事務

局へ報告してもらいたい。参加議員決定後、クラス別の割り振りは、会派、期数、男女のバランスを

考慮して、私が調整を行う。また、１１月４日の集合方法等については、議会事務局から参加議員に

対してメール等により連絡する。 

高校生模擬議会は、１２月１６日、午後１時２０分に新議場で開催予定であるので、ご承知おき願

う。 

 

 

×                    × 

 

 

  日時・場所  １０月２１日（金）   第一委員会室 

         開議 午後０時５８分  散会 午後１時１７分 

  出 席 議 員  小曽根議長、須賀副議長、阿部、横山、鈴木（俊）、笠原、富田、角田、長谷川、 

石塚（中里議員の代理）各議員、（オブザーバー）浅井、中林各議員 

  当局出席者   市長、戸塚、大野各副市長、財務、福祉、環境、産業経済、農政各部長、秘書広報、 

         財政、子育て施設、環境森林、産業政策、農政各課長 

 

１ 令和４年度前橋市一般会計補正予算の専決処分について 

市長及び財務部長から次のとり説明があり、角田、長谷川、石塚各議員から発言があった後、専決

処分により事務を進めることが了承された。 

（市長） 

 令和４年度前橋市一般会計補正予算の専決処分について説明する。 

国が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額及び強化として創設した電力・ガ

ス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金について、本市には約６億６,０００万円が交付限度額とし

て国より示されている。この交付金を活用し、市民、事業者の皆さんのエネルギー費用負担の軽減を

図るとともに、未来に向けた省エネ化、脱炭素化を促進する各種支援事業を迅速に実施したいと考え

ているが、交付金活用事業は年度内に完了する必要があるため、時間に限りがあることから、これに

関連する補正予算の専決処分を行いたいと考えている。 

詳細については、財務部長より説明する。 

（財務部長） 

 令和４年度前橋市一般会計補正予算の内容について説明する。 

 初めに、省エネ家電買換補助金である。市内在住の世帯を対象に、省エネ家電のうちエアコン、冷

凍庫を含む冷蔵庫、テレビ、洗濯機の買換え費用の一部を補助しようとするものである。 

次に、次世代脱炭素設備導入補助金である。市内で事業を営む個人事業主、中小企業者を対象に、

Ｖ２Ｈ、ＥＶ、いわゆる電気自動車、蓄電池、太陽光パネルの購入や設置費用の一部を補助しようと

するものである。 

続いて、施設園芸省エネ促進事業補助金である。市内施設園芸農家を対象に、省エネ効果のあるヒ
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ートポンプや内張り被覆資材等の更新や導入費用の一部を補助しようとするものである。 

次に、省エネ機器等更新事業補助金である。市内で事業を営む個人事業主、中小企業者等を対象に、

業務用空調設備や照明設備、給湯設備等の事業用省エネ機器の更新費用及び建物断熱工事費の一部を

補助しようとするものである。以上が補正予算の特徴である。 

続いて、各会計補正予算の一覧表であるが、今回補正するのは一般会計のみである。 

次に、一般会計歳入歳出補正予算款別一覧表であるが、歳入歳出それぞれ７億３,０００万円を追加

し、補正後の予算規模を１,６４３億１,９２９万５,０００円にしようとするものである。 

続いて、一般会計の歳入について補正項目を説明する。 

初めに、１５款国庫支出金、１６款県支出金については、このたびの実施事業の財源とし、国の新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加や県補助金の追加を行うものである。 

次に、１９款繰入金は、補正予算の財源不足を補うため、財政調整基金繰入金の追加を行うもので

ある。以上が歳入補正の概要である。 

続いて、歳出の補正項目であるが、冒頭申し上げた補正予算の特徴と重複する事業を除き、説明す

る。３款民生費であるが、物価高騰対策支援事業として、市内の児童クラブ、認可外保育施設、民間

保育所、認定こども園等を対象に、県と協調し、エネルギーや食料品価格の高騰による光熱水費や燃

料費、給食費の増加分を補助するため支援を交付するものである。以上が一般会計補正予算の概要で

ある。 

なお、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当状況について、１０月補正予算時

点のものを一覧にまとめたので、後ほどご覧願う。 

本件は、１０月２１日付で専決処分し、その後令和４年第４回定例会において専決処分の報告を行

い、承認をもらいたいと考えているので、よろしくお願いする。 

 

２ 議員親睦会について 

 議長から次のとおり説明があり、了承された。 

議員親睦会の役員についてであるが、須賀議員が副議長に選出されたことに伴い、議員親睦会の監

事から副会長に変更となった。ついては、空席となった監事１名について、今まで監事を選出してい

た前橋令明から各派代表者会議の構成員である鈴木俊司議員の推薦をもらっているので、鈴木俊司議

員に監事をお願いしたいと考えている。 

 

３ その他 

（１）次期各派代表者会議の日程について 

 １１月１１日（金）午後１時から行うこととされた。 

 

 

×                    × 

 

 

  日時・場所  １１月１１日（金）   第一委員会室 

         開議 午後０時５７分  散会 午後２時４分 

  出 席 議 員  小曽根議長、須賀副議長、阿部、横山、鈴木（俊）、笠原、富田、角田、長谷川、 
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中里各議員、（オブザーバー）浅井、中林、藤江、岡、入澤各議員 

  当局出席者  市長、副市長、教育長、公営企業管理者、総務部長、秘書広報課、行政管理課、 

         契約監理各課長 

 

 議題に先立ち、豊島議員が去る１１月９日にご逝去された旨、議長から報告があり、黙禱をささげ

た。 

 

１ 会派構成の異動について 

 議長から次のとおり説明があり、了承された。 

 会派構成の異動についてであるが、豊島議員の逝去に伴い、前橋令明の会派構成員数に異動があっ

た。 

 

２ 戸塚元副市長の逮捕について 

 市長及び副市長から次のとおり説明があり、中里、角田、長谷川各議員から発言があった。 

（市長） 

 このたび戸塚元副市長が官製談合等防止法の疑いにより逮捕された。令和３年に起きた同種の事件

の改革途上で、またこのようなことが起きたことに、議員の皆さんに深くおわびしたいと思う。１１

月４日以降、全庁を挙げて捜査機関の捜査に協力しているが、今後も真実究明に向け、全面的に協力

したいと考えている。引き続き、議会にも理解してもらい、また報告をしたい。 

新聞等の報道によりご存じの内容も多いと思うが、本日この場をお借りして、改めて事件の概要及

びその後の経過について、大野副市長より説明したいと思う。 

（副市長） 

 事件の概要及びこれまでの経過等について報告する。 

１１月４日、戸塚良明元副市長がいわゆる官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の疑いで

群馬県警に逮捕されている。 

事件の概要であるが、令和２年６月２６日に執行した粕川地区配水管布設替工事、施道第２号、指

名競争入札に関して、秘密事項である予定価格２,３０５万６,０００円を教示した疑いで逮捕となっ

ている。 

主な経過であるが、１１月４日、１４時に群馬県警捜査第二課員が来庁して、本件について市役所

に家宅捜索する旨の伝達があった。こちらについては、総務部長、職員課長で対応した。この時点で

我々として事件を初めて知覚した。その後、１５時３０分、群馬県警が本事案に関する記者会見を開

催した。それを受けて、１６時３０分、市長による臨時記者会見を市庁舎内で開催した。この臨時記

者会見において報道側から情報提供依頼があった上武工業株式会社との令和元年度から令和４年度

までの契約状況について、市政記者へ１８時１４分に投げ込みをした。本日は、それに係る資料も議

員の皆さんにファイルとして送っているので、後ほど参照してもらえればと思う。その後、１９時  

４０分、市庁舎及び水道局において群馬県警による家宅捜索が開始され、全面的に協力し、２３時頃、

家宅捜索が終了した。 

翌５日、１５時に市長と議長が面会して、本事案について意見交換をして、現段階で判明している

ことを本日の各派代表者会議にて報告するとともに、全議員に本事案についてメールを送付すること

を了解してもらった。それを踏まえて、１５時２９分に議員のタブレットへメール送信したところで
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ある。 

１１月７日、全職員向けに私から法令遵守及び服務規律の確保の徹底についてに係る通知文を発出

するとともに、私からのメッセージとして、改めてコンプライアンスの徹底及び市民生活に影響がな

いよう職務遂行に努めるようメッセージを送付している。 

１１月８日、１１月４日の情報提供と同様に、報道向けに情報提供として、過去１０年分、平成  

２４年度から令和４年度までの上武工業株式会社が入札に参加した案件一覧を市政記者へ提供した。

こちらのファイルも提供させてもらっている。また、その後も随時県警の求めに応じ、捜査に協力し

ているところである。 

また、資料には記載されていないが、これまで上武工業株式会社に対しては有資格業者の指名停止

措置の手続を進めていたところであり、本日付で、３６か月の指名停止措置とし、本日午前中に同社

に通知したところである。 

今後の対応であるが、警察の捜査に全面的に協力して、事実関係を把握した上で、元副市長の退職

金の差止めなど、厳正に対処していきたいと考えている。あわせて、市長給与の減額やコンプライア

ンス徹底のための第三者委員会の設置も検討していきたいと考えている。 

 

３ 組織機構改革について 

 市長及び総務部長から次のとおり説明があり、長谷川議員から発言があった。 

（市長） 

 令和５年４月１日付の機構改革の改正案について説明する。 

機構改革の趣旨は、新たな政策や事業に積極的に取り組むとともに、効率的かつ効果的で、市民に

分かりやすい組織編成とするため、再編を行うものである。具体的な内容については、この後総務部

長から説明するが、私からは主要３点を話したい。 

１点目であるが、生活課の再編と共生社会推進課の創設である。多様性を尊重し合い、人種や背景

に関わりなく、誰もが暮らしやすい安全で安心な社会を実現するため、共生社会推進課を新設する。

これに伴い、生活課の名称を市民協働課に改める。 

２点目であるが、こども未来部の新設である。こども家庭庁の創設に伴い、子供施策に総合的かつ

機動的に取り組んでいくため、新たにこども未来部を新設する。福祉部子育て支援課、子育て施設課

を移管し、それぞれ名称をこども支援課、そしてこども施設課に改める。 

３点目であるが、教育委員会事務局の再編である。多岐にわたる教育的課題の解決を目指すため、

教育委員会事務局を再編する。 

以上３点が令和５年４月１日付の組織機構改革案の主なものである。市議会の皆さんにもご理解、

ご協力をお願いしたいと考えている。 

（総務部長） 

 令和５年４月１日付の組織機構改革案について説明する。 

内容については、総務部であるが、防災危機管理に関する体制を強化するため、防災危機管理課に

防災計画係を新設し、危機管理係の計画策定や調査に関する業務を移管する。また、防犯対策及び交

通安全対策に関する警察との連携業務を集約し、地域の安全、安心を実現していくため、防犯係から

犯罪被害者に関する事務を市民部共生社会推進課人権・男女共同参画係へ移管し、その他、防犯係に

関する事務を市民部共生社会推進課交通安全・防犯係へ移管する。 

次に、未来創造部であるが、バス路線の再編に併せて鉄道やタクシーとのネットワーク化や事業者
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間連携を総合的に推進するため、地域交通推進室を総合交通係に改める。また、デジタル認証基盤等

を活用したＭａａＳ環境構築などを推進するため、交通政策課に新モビリティー推進係を新設し、交

通安全・サイクルプロモーション係の自転車施策に関する事務を移管する。これに伴い、交通安全・

サイクルプロモーション係から交通安全に関する事務を市民部共生社会推進課交通安全・防犯係へ移

管し、交通指導員に関する事務を教育委員会事務局学務管理課教育企画係へ移管する。 

続いて、市民部であるが、生活課の再編と共生社会推進課の新設を行う。共生社会推進課には、生

活課地域振興係から平和事業及び男女共同参画センターに関する事務、総務部防災危機管理課防犯係

から犯罪被害者関係事務並びに福祉部社会福祉課福祉総務係から同和関係事務及び北朝鮮拉致被害

者関係事務を新設する人権男女共同参画係へ移管し、人権に関する業務を一元的に行う。また、総務

部、未来創造部で説明したとおり、防災危機管理課防犯係及び未来創造部交通政策課交通安全・サイ

クルプロモーション係の一部事務を新設する交通安全・防犯係へ移管する。さらに、生活課から消費

生活センター及び福祉部社会福祉課から隣保館を共生社会推進課へ移管する。これに伴い、生活課の

名称を市民協働課に改め、若者のアイデアを取り入れたまちづくりや若者との連携及び交流を強化し

ていくため、市民協働課地域づくり係に若者応援担当を置く。 

次に、福祉部であるが、①として、増加する生活保護事務に対応するため、新たに保護第六係を設

置し、査察指導体制を強化する。また、隣保館を市民部共生社会推進課へ移管する。②として、こど

も未来部を新設し、子育て支援課及び子育て施設課を移管する。また、これに伴い、子育て支援課及

び子育て施設課の名称をそれぞれこども支援課、こども施設課に改め、子育て支援少子化対策室をこ

ども政策係へ改める。 

続いて、こども未来部であるが、①として、新たに部を新設する。②として、ヤングケアラー支援

について、福祉及び教育部門の連携を強化していくため、こども未来部こども支援課家庭児童相談係

及び教育委員会事務局教育支援課青少年支援センターへヤングケアラー担当を置く。 

次に、健康部であるが、①として、予防接種事業の範囲拡大に対応するため、保健予防課に予防接

種係を新設し、保健予防課感染症対策係の予防接種に関する事務を移管する。また、新型コロナウイ

ルス感染症に関する事務の窓口を保健予防課に一元化するため、保健総務課新型コロナワクチン接種

推進室を廃止し、事務を保健予防課予防接種係に移管する。②として、高齢者の増加に伴う後期高齢

者に関する業務に集中的に取り組むため、後期高齢者医療係を新設する。また、これに伴い、医療給

付係の名称を福祉医療係に改める。 

続いて、環境部であるが、２０２５年カーボンニュートラルの実現に向け、地球温暖化防止実行計

画の温室効果ガス削減の取組を強化し、環境に配慮した施策の展開を官民共創で進める組織とするた

め、環境政策係をＧＸ（グリーントランスフォーメーション）戦略係に改める。また、森林の整備事

業を林道の維持管理事業と一体的に行うため、赤城森林事務所を農政部農村整備課へ移管する。これ

に伴い、環境森林課の名称を環境政策課に改める。 

次に、農政部であるが、公営企業会計の適用により、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等

に取り組み、農業集落排水事業を将来にわたり安定的に運営していくため、農村整備課集落排水係を

水道局下水道整備課へ移管する。また、環境部環境森林課赤城森林事務所を農政部農村整備課へ移管

する。 

続いて、都市計画部であるが、都市利便増進協定区域に関する業務など、アーバンデザインに基づ

く官民連携まちづくりを推進していくため、ＣＣＲＣ・計画推進室の名称を官民連携まちづくり係へ

改める。 
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次に、建設部であるが、亀泉霊園及び嶺公園の維持管理業務並びに墓地業務を公園緑地課で一体的

に行い、業務の効率化を図るため、市営墓地に関する業務を公園管理事務所から公園緑地課へ移管す

る。 

続いて、教育委員会事務局であるが、教育委員会事務局を再編し、事務を大きく見直す。①として、

学校経営に関する指導部門と教育関係職員の研修及び学校教育の情報化推進に関わる事務を学校教

育課に集約し、教職員の人事管理などの学校の管理部門や教育的課題の解決を目指す取組をより発展

させていくため、学務管理課を新設する。②として、教育委員会事務局内に関する事務のＤＸを横断

的に進めていくため、教育委員会事務局総務課総務係へ教育ＤＸ担当を置く。③として、多岐にわた

る教育的課題を専門的な組織によって解決することを目指し、一体的な教育的支援を実現するため、

総合教育プラザ及び青少年課を再編し、教育支援課を新設する。教育支援課には、こども未来部等と

部局横断的な教育行政の調整、連携を図る係として、教育調整係を新設するとともに、いじめ対策室、

青少年支援センター及び児童文化センターを移管する。また、青少年健全育成関係の事務を生涯学習

課に新設する青少年教育係に移管する。④として、こども未来部こども支援課家庭児童相談係及び教

育委員会事務局教育支援課青少年支援センターへヤングケアラー担当を置く。⑤として、図書館新本

館の建設に向けた準備を進めるため、新本館整備室を新設する。これに伴い、地域サービス係の名称

を企画管理係へ改める。 

最後に、水道局であるが、①として、老朽化した浄水場施設の更新事業を計画的かつ効率的に進め

るため、浄水課に施設整備係を新設する。②として、農政部農村整備課集落排水係を下水道整備課へ

移管する。 

以上の機構改革により、令和３年度と比較して１部１課６係増となり、１８部８４課３２１係の体

制となる。 

 

４ 役職について 

 議長から次のとおり説明があり、了承された。 

豊島議員の逝去に伴い、総務常任委員長の互選が必要となった。委員長の互選については総務常任

委員会で行うが、互選の方法について、この場で協議してもらいたいと思う。例年、役職改選は正副

議長が調整を行っていることから、今回についても正副議長に一任してもらうとともに、正副議長に

おいて調整した結果をこの場で報告したいと考えている。  

総務常任委員長には新井美加議員で確認したいと思う。 

 １１月１７日、午前１０時から月例の総務常任委員会が予定されているので、その前の９時３０分

から議会運営委員会室において委員長を選出するための総務常任委員会を開催し、副委員長からの指

名推選により、次の委員長を選出することでご承知おき願う。 

 

５ 前橋市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 

 議長から次のとおり説明があり、了承された。 

 現在の個人情報保護制度は、民間事業者の個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法

人等個人情報保護法の３本の法律が定められているとともに、地方公共団体においても各々条例が定

められている。前橋市議会においても前橋市個人情報保護条例の施行に関する前橋市議会規程を定め、

条例の施行に関し、議会としても必要な事項を定めているところである。しかし、今般、デジタル社

会の推進に伴い、個人情報の利用が拡大する中、適正な取扱いと保護の必要性が一層強まっている状
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況にあることから、統合した一つの法律による共通のルールによって個人の権利利益を保護するよう、

国において個人情報制度を見直し、個人情報保護法の改正が行われている。地方公共団体の執行機関

には、この改正法の規定が直接適用されるが、地方議員においては、国会と同様、適用対象外とされ

ている。ついては、前橋市議会においても議会に関する個人情報に係る条例を制定し、改正法の共通

ルールに沿った自律的な措置を講じなければならないと考えている。また、改正法が直接適用される

執行部側と基本的に適用されない議会側の保有する個人情報の取扱いに関し、差異が生じることを避

けるため、改正法及び市の法施行条例と同様の内容とした条例制定を考えている。 

傍聴議員には各派代表者のメンバーがよく説明するので、よろしくお願いする。 

 条例の制定については、第４回定例会において条例を制定することとし、次期各派代表者会議にお

いて条例案を示させもらう。 

 

６ 議場における黙祷等について 

 議長から次のとおり説明があり、阿部議員から発言があった後、追悼の言葉は前橋令明の阿部議員

にお願いすることになった。また、故豊島議員の議席に議員親睦会から花を手向けることが了承され

た。 

 故豊島議員のご冥福をお祈りして、過去の現職議員の逝去の例から、１１月２９日の第４回定例会

開会に先立ち、事務局長の発議により黙祷をささげ、続いて代表者から追悼の言葉をお願いしたいと

考えている。 

なお、追悼の言葉については、故豊島議員が所属していた会派である前橋令明の方にお願いしたい

と考えている。 

 

７ 第４回定例会終了後の懇親会について 

 議長から次のとおり説明があり、長谷川議員から発言があった。 

 第４回定例会終了後の懇親会についてであるが、今任期中については第４回定例会終了後に懇親会

を開催することで確認してもらっている。ただし、新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大が見受

けられる場合は延期ではなく、中止も想定したいと考えている。 

 

８ その他 

（１）第４回定例会会期中の議員駐車場について 

 総務課長から次のとおり説明があった。 

 新議会庁舎建築工事が終了したため、市役所構内駐車場の南側部分に駐車してもらいたいと考えて

いる。議員の皆さんに駐車してもらう場所の北東部分の入り口のところ、構内駐車場配置図に関係者

用入り口と書いてあるところから車を入れて、網かけの空いているところに駐車してもらうようお願

いする。議員の皆さんがこの網かけの駐車場所に入る際には、車のダッシュボードに別途配付する白

色の駐車証を置いてもらうようお願いする。以前は、本会議の開催日または委員会が開かれる際には

シルバー人材センターの職員が北東部分の入り口の関係者用入り口に開会時間までいたが、今回から

職員はいないので、お手数をおかけするが、自身でコーンを動かして入ってもらい、自身でコーンを

戻してもらうよう協力をお願いする。入り口には、関係者駐車場である旨を表示する。帰りの際にも、

お手数であるが、コーンを動かす、戻すの作業をお願いする。会期中の休会中も駐車場所は同じ場所

で、同様に出入りの際にはコーンを動かす、戻すの作業をお願いする。会期中にこの場所に駐車する
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場合は、駐車証をダッシュボードの上に置いてもらうようお願いする。会期が終われば、駐車証をダ

ッシュボードに置く必要はなく、会期中の議員駐車場の配置自体、撤収させてもらう。 

なお、第３回定例会のとき、多くの市民が来庁したことから構内駐車場が大変混雑して、議員自身

が構内駐車場に入ることができず、年長議員に確保した部分の駐車場を市民に開放したケースがあっ

た。構内駐車場の混雑具合によっては、やむを得ず開放することもある旨、ご承知おきいただきたい。 

また、現議会棟の解体工事が令和５年４月から予定されており、４月にはこの駐車場は、また資材

置場として、使用できなくなるが、それまでの間は使用できるので、これから配る駐車証をそれまで

使用してもらいたいと思う。令和５年４月以降の議会開会の際の議員の駐車場については、資産経営

課と相談し、改めて案内する。 

 

（２）夏季における本会議及び委員会の服装（クールビズ）について 

 議長から次のとおり説明があり、了承された。 

 現在、申合せ事項に基づき、クールビズの実施期間には、冷房の温度設定は２７度とすることとな

っている。今後、第４回定例会から利用予定の新議会庁舎では、加湿器付全熱交換器について適切に

吸気、排気を行うこと、また１階から３階までは行政当局の事務室が入ることから、温度設定は、市

役所本庁舎の管理と同様に、冷房が２６度、暖房が２２度となっているので、クールビズ実施期間で

はないが、このたび申合せ事項の冷房の温度設定は２７度とする部分を削除するものである。なお、

適用開始については、本日確認されれば、令和４年１１月１１日からとする。 

 

（３）次期各派代表者会議の日程について 

 １１月２９日（火）午前９時から現議会棟の第一委員会室において行うこととされた。 
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■ 議 長 会 
 

◇ 全国競輪主催地議会議長会役員会 

期 日 １０月７日（金） 

場 所 都市センターホテル（東京都千代田区） 

出席者 小曽根議長、狩野事務局長 

 

〔会議の概要〕 

１ 会務報告 

 

２ 協議事項 

（１）令和４年度運動方針に基づく陳情行動の実施（案）について 

（２）陳情書（案）について 

（３）全国競輪主催地議会議長会 加入者負担金の減額に関する申し合わせ（案） 

 

３ 報告事項 

（１）今後の臨時総会等の開催について 

 

 

×                    × 

 

 

◇ 中核市議会議長会事務局長会 

期 日 １０月１７日（月）  

場 所 メルキュールホテル横須賀（神奈川県横須賀市） 

出席者 狩野事務局長 

 

〔会議の概要〕 

１ 議事 

（１）令和４年度中核市議会議長会第２回総会について 

（２）国等への要望事項（案）について 

（３）令和５年度負担金（案）について 

（４）令和５年度役員市選任（案）について 

 

 

×                    × 
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◇ 関東市議会議長会理事会 

期 日 １０月２４日（月) 

場 所 ロイヤルホテル那須（栃木県那須郡那須町） 

出席者 小曽根議長、狩野事務局長 

 

〔会議の概要〕 

１ 報告事項 

（１）会務報告 

（２）関東市議会議長会役員の後任について 

（３）関東市議会議長会相談役の退任について 

（４）全国市議会議長会役員等の後任について 

（５）議長の異動について 

（６）関東市議会議長会資料の情報公開について 

 

２ 協議事項 

（１）各市負担金の減額について 

（２）令和５年度予算編成方針（案）及び予算内容（試算）について 

（３）都県提出議案について 

（４）令和４年度今後の行事予定について 

（５）令和５年度「空き家・空き地問題に関する特別委員会」における委員候補の推薦について 

 

 

×                    × 

 

 

◇ 全国競輪主催地議会議長会役員会 

期 日 １０月３１日（月） 

場 所 ホテルグランテラス富山（富山県富山市） 

出席者 小曽根議長、狩野事務局長 

 

〔会議の概要〕 

１ 会務報告 

 

２ 協議事項 

（１）第１３１回臨時総会の運営について 

 

３ 報告事項 

（１）部会主催役員会の開催について 
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×                    × 

 

 

◇ 全国競輪主催地議会議長会臨時総会 

期 日 １０月３１日（月） 

場 所 ホテルグランテラス富山（富山県富山市） 

出席者 小曽根議長、狩野事務局長 

 

〔会議の概要〕 

１ 会務報告 

 

２ 協議事項 

（１）令和４年度運動方針に基づく陳情行動の実施（案）について 

（２）陳情書（案）について 

（３）全国競輪主催地議会議長会加入者負担金の減額に関する申合せ（案）について 

（４）令和５年度の負担金（案）について 

 

３ 報告事項 

（１）災害見舞金の贈呈について 

（２）令和５年度の会議予定について 

 

 

×                    × 

 

 

◇ 中核市議会議長会総会 

期 日 １０月３１日（月）  

場 所 ベイサイドホテル アルージュ竹芝（東京都港区） 

出席者 須賀副議長、丸橋総務課長 

 

〔会議の概要〕 

１ 議案審議 

（１）国等への要望事項（案）について 

（２）令和５年度負担金（案）について 

（３）令和５年度役員市選任（案）について 

 

 

×                    × 
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◇ 群馬県市議会議長会事務局長会議 

期 日 １１月８日（火） 

場 所 群馬県市町村会館（前橋市） 

出席者 狩野事務局長 

 

〔会議の概要〕 

１ 報告事項 

（１）定期総会について 

（２）入退会者について 

（３）知事との懇談会について 

（４）事務局職員研修会（後期）について 

（５）都県提出議案について 

 

２ 協議事項 

（１）次期臨時総会について 

（２）令和５年度予算編成方針について 

（３）各市提出議題について 

 

３ その他 

（１）令和５年度役員（案）について 

（２）関東市議会議長会・総会等行事開催表、各種負担金について 

（３）全国市議会議長会令和５年度各市負担金（案）について 

 

 

×                    × 

 

 

◇ 全国市議会議長会評議員会 

期 日 １１月９日（水) 

場 所 都市センターホテル（東京都千代田区） 

出席者 小曽根議長、狩野事務局長 

 

〔会議の概要〕 

１ 報告 

 

２ 議案審議 

（１）部会提出議案 
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（２）会長提出議案 

 

３ 協議 

（１）令和３年度末本会各会計決算について 

（２）令和５年度本会一般会計予算の見通しについて 

（３）全国市議会旬報提供方法のデジタル化移行について 

 

４ その他 

（１）「住民の負託にこたえ、活力ある地方議会を目指す全国大会」の開催について 

（２）男女共同参画の推進に関する議員研修モデルプログラムについて 

（３）今後の会議予定について 

 

 

×                    × 

 

 

◇ 都道府県庁所在都市議長会定期総会 

期 日 １１月１４日（月） 

場 所 宇都宮東急ホテルグランデ（栃木県宇都宮市） 

出席者 小曽根議長、狩野事務局長 

 

〔会議の概要〕 

１ 協議事項 

（１）理事の選任について 

（２）決議（案）について 

（３）次期定期総会開催市について 

 

 

×                    × 

 

 

◇ 群馬県市議会議長会理事会 

◇ 群馬県市議会議長会定期総会 

期 日 １１月１６日（水） 

場 所 臨江閣別館（前橋市） 

出席者 小曽根議長、須賀副議長、狩野事務局長 

 

〔会議の概要〕 

１ 議事 
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（１）諸報告 

  ア 会務報告について 

  イ 慶弔報告について 

（２）議案審議 

ア 会長提出議案第５号 令和５年度予算編成方針について 

イ 各市提出議題について 

（３）次期臨時総会について 
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■ ロ ビ ー  

 
１ ０ ・ １ １ 月 の 日 誌 

 

月 日 曜日 日      誌 

１０月 ５日 水 ＩＣＴ利便性向上調査特別委員会行政視察（福島市、盛岡市、～６日） 

１０月 ７日 金 全国競輪主催地議会議長会役員会 

１０月１１日 火 各派代表者会議 議会運営委員会 

１０月１７日 月 
総務常任委員会 教育福祉常任委員会 

中核市議会議長会事務局長会 

１０月１８日 火 市民経済常任委員会 建設水道常任委員会 

１０月２１日 金 各派代表者会議 

１０月２４日 月 

総務常任委員会行政視察（八戸市、仙台市、～２６日） 

教育福祉常任委員会行政視察（弘前市、秋田市、横手市、～２６日） 

関東市議会議長会理事会  

１０月３１日 月 

市民経済常任委員会行政視察（豊橋市、津市、富士市、～１１月２日） 

建設水道常任委員会行政視察（堺市、尼崎市、浜松市、～１１月２日） 

全国競輪主催地議会議長会役員会 

全国競輪主催地議会議長会臨時総会 

中核市議会議長会総会 

１１月 ４日 金 ＩＣＴ利便性向上調査特別委員会 

１１月 ７日 月 議会運営委員会行政視察（知立市、桑名市、～８日） 

１１月 ８日 火 群馬県市議会議長会事務局長会議 

１１月 ９日 水 全国市議会議長会評議員会 

１１月１１日 金 各派代表者会議 議会運営委員会 

１１月１４日 月 都道府県庁所在都市議長会定期総会  

１１月１６日 水 
群馬県市議会議長会理事会  

群馬県市議会議長会定期総会 

１１月１７日 木 総務常任委員会 教育福祉常任委員会 

１１月１８日 金 市民経済常任委員会 建設水道常任委員会 
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１０・１１月の視察来訪 

 

月 日 曜日 来   訪 人数 調  査  事  項 

１０月１２日 水 津市（三重県） ９人 

マイナンバーカードの利活用について 

官民ビックデータを活用したＥＢＰＭの

推進について 

１０月１３日 木 府中市（広島県） ６人 路線バスの自動運転について 

 

 

図 書 室 だ よ り 

（１０月寄贈図書） 

書      名 著（編）者 発  行 備考 

前橋学ブックレット３０ 大久保佐一と

組合製糸群馬社 
田中 修 上毛新聞社 寄贈 

前橋学ブックレット３１ 早世の詩人平

井晩村 
町田 悟 上毛新聞社 寄贈 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 議  会  月  報  ４年１０・１１月号 

編集 前橋市議会事務局議事課調査係 

発行 前橋市議会事務局 
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